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新型コロナウイルス感染症に関する今後の対応について（依頼） 
 
 標記のことについて、令和４年３月２４日付けで、県教育委員会から部活動に係る通知が別添１（写）の

とおり発出され、県内の他校との交流が認められたことに伴い、県教育庁体育保健課長から別添２（写）の

とおり通知がありました。 
この通知を踏まえ、令和４年１月２０日付け、分ス協第２７７号で依頼した内容を一部変更し、各競技団

体並びに各団体加盟（登録）チームの活動について、県内の他チームとの交流を認めることといたします。 
 また、依然として部活動やスポーツ大会等での感染事例が絶えないことから、各競技団体並びに各団体加

盟（登録）チームにおいては、別添３の「感染拡大や大規模検査につながった具体的事例について（令和４

年２月１７日更新）」を参照の上、適切な対応をとるとともに、下記の事項を再度周知徹底していただきま

すようお願いいたします。 
 
                    記 
 
１ 大会等開催時は、各競技の感染症ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること。 
  ・県内における他チームとの交流が認められたことに伴い、支部単位等での大会や交流も可能となる

が、規模の大小を問わず、感染防止対策を徹底すること。 
   ※感染防止対策が徹底できないと判断される場合は、延期や中止等も検討すること。 

 
２ 県外との交流は行わないこと。 
  ・但し、学校体育団体・競技団体主催の大会への参加は認めるが、当該大会の感染症ガイドライン及

び注意事項を遵守すること。 
 
３ 合宿（宿泊を伴う活動）は行わないこと。 
 
４ 身体活動中は中央競技団体等が示しているガイドラインを遵守するとともに、身体活動中以外の場面

では、必ず「不織布マスク」を着用し、「１ｍを目安とした身体的距離の確保」を徹底すること。 
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